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※当重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第

76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説

明するものです。 
 

※当事業所では、利用者様に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成十七年法律第百二十三号）に基づく「居宅介護等サービス」を提供します。当サービスの利用は、

原則として介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。 



１.当社の概要 

名  称 株式会社シフト 

所 在 地 岡山県倉敷市真備町市場３０９０番地 

電 話 番 号 ０８６－６９８－１９１６ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 栢原 隆行 

設 立 年 月 平成１９年７月３日 

 

２.事業所の概要 

■居 宅 介 護 

■重度訪問介護 

身体介護・家事援助等 

3312800109 

□行 動 援 護 
危険回避のための支援 

外出時の移動支援 

■移 動 支 援 
通院や外出時の援助 

3360203719 

事 業 の 目 的 

株式会社シフトが開設する「和・介護ステーション矢掛」が行う

指定居宅介護・重度訪問介護の事業の適正な運営を確保するため

に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、障

害者（児）に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的

とする。 

事業所の名称 和・介護ステーション矢掛 

事業所の所在地 岡山県小田郡矢掛町小田５１９３番地６ 

連 絡 先 TEL ０８６６－６３－４８２２ FAX  ０８６６－６３－４８２１ 

管 理 者 氏 名 岡 里美 

事業所の運営方針  

１ 事業所の居宅介護員等は、障害者（児）の心身の状況、その

置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介

護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

２ 事業の実施に際しては、関係区市町村、地域の保健・医療福

祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供

に努める。 

開設年月日 令和５年４月１日 

事業実施地域 矢掛町、倉敷市（玉島地区・真備町のみ） 

第三者評価の 

実施状況 
なし 

■印のサービスが提供できるサービスです。□のサービスは当事業所では提供できません。 

 

 



３．営業時間 

営業日 

月曜日～金曜日 

※ただし国民の休日、８月１３日～８月１５日、１２月３０

日～１月３日を除く 

営 業 時 間 午前９：００～午後６：００までとする。 

サービス提供日 

日曜日～土曜日まで相談に応じる。 

※ただし国民の休日、８月１３日～８月１５日、１２月３０

日～１月３日を除く 

サービス提供時間 午前０時～午後１２時まで（２４時間）相談に応じる 

 

４．職員の体制 

職  種 常 勤 非常勤 合 計 職務内容 

管 理 者 1名  1名 業務、従業者の管理 

サービス提供責任者 
（実務者・基礎研修以上） 

2名 1名 3名 

利用申込みに係る調整 
従業者に対する技術指導 
居宅介護等計画の作成 

指定居宅介護の提供･･･等 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

介 護 福 祉 士 2 名 2 名以上 4 名以上 

指定居宅介護の提供 

実務者研修 名 2 名 2 名 

看護師 0 名 名以上  名以上 

その他（基礎・2級）  名 6 名以上 6 名以上 

視覚障害者ガイドヘルパー 0 名 名以上 0 名 

全身性障害者ガイドヘルパー 0 名  名以上 0 名 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）「居宅介護等計画」とサービス内容 

当事業所では、次のサービス内容から定めてサービスの提供をします。 

「居宅介護等計画」は、市町村が決定した「支給量」と利用者様の意向や心身の状況を

踏まえて、具体的なサービス内容や利用者様に対するサービス実施日などを記載してい

ます。「居宅介護等計画」は、利用者様やご家族に事前に説明し、同意をいただくととも

に、利用者様の申し出により、いつでも見直すことができます。 

 

 

 

 

 

 



【 サ ー ビ ス 内 容 】 
提供 

ｻｰﾋﾞｽ 
区 分 サービス内容 

■ 居宅介護 自宅での入浴・排泄・食事の介護等を行い又、病院への通院介助 

■ 重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴・排

泄・食事介護・外出時における移動支援などの総合的な介護 

□ 行動援護 
自己判断が制限されている人が行動する時等に、危険を回避するため

に必要な支援及び外出支援 

■ 移動支援 必要に応じ、通院や外出時の援助。 

■印のサービスが提供できるサービスです。□のサービスは当事業所では提供できません。 

 

（２）利用料金 

サービスのご利用料金のうち、通常９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が

介護給付費を代理受領する場合には、利用者様は、利用者負担分として、サービス基本

料金の１割（定率負担）を事業者にお支払いいただきます。利用者負担額は、市町村が

上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、月々の利用者

負担額は変わることがあります。当事業所が代理受領を行った場合は、利用者様に通知

します。 

【 サ ー ビ ス 基 本 料 金 】 

サービス区分 30分未満    

居
宅
介
護 

■ 身 体 介 護 2,560円 
30分～60分未満

4,040円 
60分～90分未満

5,870円 

３時間以上 

30 分を増すごとに 

830 円加算 

■ ※ 家 事 援 助 1,060円 
45分～60分未満 

1,970円 
60分～75分未満

2,390円 

１時間半以上 

3,110 円に 15 分増

すごとに 350円加算 

■ 
通 院 介 助 

（ 身 体 を 伴 う ） 
2,560円 

30分～60分未満

4,040円 
60分～90分未満

5,870円 

３時間以上 

9,210 円 30 分を増

すごとに 

830 円加算 

■ 
※ 通 院 介 助 

（身体を伴わない） 
1,060円 

30分～60分未満 

1,970円 
60分～90分未満

2,750円 

１時間半以上 

3,450 円に 30 分増

すごとに 690円加算 

重
度 

訪
問 

■ 重 度 訪 問 介 護 － 
１時間未満 

 
1,860円 

１時間以上 
１時間半未満 
2,770円 

１時間半以上 

２時間未満 

3,690 円 

地
域

支
援 

■ 移 動 支 援 
ＩＡ 

30分毎 
  円 

ＩＣ 
30分毎 
   円 

－ － 



加
算 

■ 初 回 加 算 該当があった場合、一月につき 2,000円 

■ 緊急時対応加算 該当があった場合、一回につき 1,000円 

■ 
利 用 者 負 担 額 

上 限 管 理 

当事業所において利用者負担の上限管理を担当し 
具体的に上限を超える際の調整を行った場合 

月額 1,500円 

■ 
福 祉 ・ 介 護 職 員 等 

処 遇 改 善 加 算 （ Ⅱ ) 
 居宅：所定単位数(※)×40.2％ 重度：所定単位数(※)×32.8％ 

基本料金に各種加算減算を加えた総単位を示します。 

※【家事援助】・【通院介助(身体伴わない)】の場合１５分刻み 

３０分～４５分未満：1,520円、７５分～９０分未満：2,740円。 

■印のサービスが提供できるサービスです。□のサービスは当事業所では提供できません。 

※基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）は

２５％増し、深夜（午後１０時～午前６時）は５０％増しとなります。 

※やむを得ない事情で、且つ利用者様の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分

の料金となります。 

 

（３）償還払い 

事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいった

んお支払いいただきます。この場合、利用者様に「サービス提供証明書」を交付します。

（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給

付費が支給されます。） 

 

（４）サービス利用にかかる実費負担額 

サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実

費をお支払いいただきます。 

交

通

費 

通常の事業実施地域以外の地域にお

住まいの方が、当事業所のサービスを

利用される場合は、ホームヘルパーが

訪問するための交通費を頂きます。 

ホームヘルパーが訪問するための、通常の事業

実施地域を越えたその交通費。ただし、自動車

を利用した場合は、通常の事業実施地域を越え

たその路程１km あたり２０円を実費としてい

ただくことがあります。 

お支払い：サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきます。 

そ

の

他 

「移動支援」や「通院介助」においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費の

ほか、入場料、利用料等が必要な場合、その実費をいただきます。 

お支払い：サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。 

 

（５）その他 

サービス提供のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて

いただきます。 

 

 

６．お支払い方法 

 料金のお支払方法  【 集金 ・ 口座振替 】 

     集金：毎月１５日前後に前月分の請求を致しますので､月内にお支払下さい。 

口座振替：毎月１５日前後に前月分の請求を致します。 

     翌々月の４日に引き落としとなります。 



 

７.サービス利用の利用方法 

（１）利用中止・変更・追加などのお申し出 

原則として、サービスの実施日の２４時間前までに事業者にお申し出ください。 

   訪問時に、利用者様の体調等の理由で居宅介護等計画で予定されていたサービスの実施

ができない場合等には、利用者様の同意を得て、サービス内容を変更します。（その場

合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求しま

す。） 

 

（２）キャンセル料 

急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。 

キャンセルが必要になった場合は、至急ご連絡下さい。 

●連絡先 和・介護ステーション矢掛        （０８６６—６３－４８２２） 

ご利用前日の営業時間内迄にご連絡いただいた場合 無   料 

ご利用前日の営業時間内以降にご連絡いただいた場合 １５分毎につき５００円 

※お客様の容態の急変など、緊急かつやむを得ない場合、キャンセル料は不要です。 
 

（３）サービス利用の変更・追加 

ホームヘルパーの稼働状況により利用者様が希望する時間にサービスの提供ができな

いことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者様に提示するほか、他事

業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 

（４）感染症と診断された場合 

流行性感染症（インフルエンザ等）と診断された場合、サービス内容を検討いたしますので必

ずお知らせください。 

 

（５）サービスの終了 

① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出下さい。 

② 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

＊ 利用者様が入所施設等に入所した場合 

＊ 支給決定期間を受けられなかった場合（※この場合、条件を変更して再度契約する

ことができます。） 

＊ 利用者様がお亡くなりになった場合 

③ その他 

＊ 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者

様やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合には、利用者様は文書で

解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

＊ 利用者様が、サービス利用料金のお支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

催告したにも関わらず７日以内にお支払いがない場合、または利用者様やご家族な

どが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を

行った場合、当社は文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていた

だく場合がございます。 

   

 

 

 



８.サービスの利用に関する留意事項 

（１）ホームヘルパーについて 

① サービス提供に際しては、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサー

ビス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担

当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者様に説

明するとともに、利用者様及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じ

ないよう十分に配慮します。 

② 利用者様から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパー

についてお気づきの点やご要望がありましたら、利用者様相談窓口等にご遠慮なく相

談ください。 

 

（２）受給者証の確認 

「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場

合は、速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサービ

ス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますよう

お願いします。 

 

９.サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、

利用者様にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつで

もお申し出ください。なお、居宅介護等計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス

提供日より５年間保存します。 

 

（２）利用者様の記録や情報の管理、開示について 

当事業所では、関係法令に基づいて、利用者様の記録や情報を適切に管理し、利用者様

の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利

用者様のご負担となります。） 

 

１０. 緊急時及び事故発生時の対応方法について 

（１）サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治医、ご家族への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定す

る連絡先にも連絡します。 

 

（２）事故が発生した場合にもご家族、保険者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。 

 

１１．損害賠償保険への加入 

当事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 証  券  番  号 

損保ジャパン株式会社 ＮＯ ２０９８０７９９ 

＊経年劣化及びそのもの自体の不具合による故障、破損等の際には弁償できません。 

 

 

 

 

 



１２．苦情等の受付について 

（１）当事業所の苦情受付及びサービス利用等のご相談 

和 ・ 介 護 ス テ ー シ ョ ン 

 

（利用者様相談窓口） 

所 在 地 岡山県小田郡矢掛町小田５１９３番地６ 

電話番号 ０８６６—６３－４８２２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８６６—６３－４８２１ 

受付時間 月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 

担 当 者 岡 里美（管理者） 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

窓  口 連 絡 先 等 

矢掛町役場 福祉介護課 電話番号 ０８６６—８２‐１０２６ 

倉敷市役所 福祉部 
障がい福祉課 

電話番号 ０８６－４２６－３３０５ 

岡山県運営適正化委員会 電話番号 ０８６－２２６－９４００ 

 

１３．虐待防止及び身体拘束適正化に関する相談窓口 

虐待防止及び身体拘束適正化に

関する相談窓口 

窓口担当者 塩見美香（管理者） 

受付時間 （月）～（金）９:００～１８:００ 

電話番号 ０８６－４４１－１１９６ 
 

 

  年  月  日 

 

居宅介護等サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

      株式会社シフト 

(事 業 者) 和・介護ステーション矢掛    説明者：            

 

       利用者  住所                       

 

            氏名                               

                     

TEL                        

 

上記代理人  住所                       

 

            氏名               (続柄：    ）   

 

 

利用者家族代表  住所                       

 

            氏名               (続柄：    ）   

 

 

 


